
 
 
 
 
 
 
    介護をよくする東京の会の、２０１４年度総会を１２月１５日に予定していましたが、総選挙 

及び記念講演講師の都合により、来年１月２９日（木）に開催を延期することになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「医療・介護総合法」によって介護保険制度の「改正」が来年４月より実施され、介護保険の

仕組みが大きく変えられようとしています。 

 厚生労働省は、改正介護保険法を実施するためのガイドラインを７月２８日に発表しました。 
これをうけて、各自治体では、２０１５年度からの第６期事業計画策定に向けた作業が本格化し 
てきています。 
つきましては、「改正」介護保険制度の各自治体での取り組み状況の交流と「制度改正」対応

に向けての地域での取り組みの具体化、この１年間の取り組みの振り返りと今後の活動方針を確

認する総会を開催します。多くの皆さんの参加を呼びかけます。ご一緒に対策を考えましょう。 
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